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産業振興 産業振興課 ☎ 06（6383）1362
消費生活相談ルーム ☎ 06（6383）2666

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

福

祉

産
業
振
興

高齢・障害福祉高齢介護課 ☎ 06（6383）1379
障害福祉課 ☎ 06（6383）1374

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

福

祉

産
業
振
興

◆
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座　
認
知
症
に
つ
い
て
学
び
、

認
知
症
の
人
や
家
族
へ
の
接
し

方
な
ど
の
知
識
を
習
得
す
る

　
７
月
25
日
㈬
午
後
１
時
半
〜

３
時
に
、
地
域
福
祉
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
で
／
定
員
20
人
／
要

申
込
み
（
高
齢
介
護
課
へ
・
☎

可
・
先
着
）

金
婚
・
お
し
ど
り
夫
婦

お
祝
い
希
望
者
を
募
集

　

９
月
13
日
㈭
に
市
民
文
化

ホ
ー
ル
で
開
催
す
る
「
老
人
福

祉
大
会
」
に
金
婚
・
お
し
ど
り

●
高
齢
福
祉

◆
ふ
れ
あ
い
入
浴

　
①
７
月
15
日
㈰
午
後
４
時
〜

10
時
に
、
松
竹
温
泉
と
ヘ
ル

シ
ー
バ
ス
千
里
丘
②
21
日
㈯
午

後
２
時
〜
６
時
に
、
と
り
か
い

白
鷺
園
で
／
対
象
は
①
小
学
生

以
下
と
65
歳
以
上
②
65
歳
以
上

／
※
氏
名
・
連
絡
先
を
書
い
た

メ
モ
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
※
入

浴
に
必
要
な
物
品
（
シ
ャ
ン

プ
ー
、
石
鹸
、
タ
オ
ル
な
ど
）

は
各
自
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
／

問
合
せ
は
高
齢
介
護
課
へ

夫
婦
を
招
待
し
、
お
祝
い
し
ま

す
。お
祝
い
希
望
の
ご
夫
婦
は
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対
象　
▽
金
婚
夫
婦
＝
今
年
度

末
ま
で
に
結
婚
50
周
年
以
上
を

迎
え
る
（
昭
和
44
年
３
月
31
日

以
前
に
結
婚
し
た
）
夫
婦
▽
お

し
ど
り
夫
婦
＝
今
年
度
末
ま
で

に
夫
婦
と
も
に
80
歳
を
超
え
る

（
昭
和
14
年
３
月
31
日
以
前
生

ま
れ
）
夫
婦
※
こ
れ
ま
で
に
招

待
さ
れ
た
人
は
対
象
外

申
込
み　

７
月
27
日
㈮
ま
で

に
、
印
鑑
を
持
参
の
上
、
高
齢

介
護
課
へ
（
電
話
申
込
不
可
）

◆たちより体操タイム
　保育所・幼稚園で、高齢者（65
歳以上）が乳幼児と一緒になっ
て体操しています。
　気軽に参加ください。

ところ とき（７月）

べふこども園 ２日㈪・９日㈪
午前 10時～ 10時 15分

鳥飼保育所 ９日㈪・23日㈪
午前 10時～ 10時 15分

とりかい幼稚園 12 日㈭
午前９時 50分～ 10時

せっつ幼稚園
26 日㈭
午前 10 時 10 分～ 10 時 25
分

子育て総合支援
センター 今月はなし

問合せ　各園・所へ（26ページを参照）

●認知症市民公開講座
　認知症を予防するための生活
習慣や、若年性認知症について
解説します。※手話通訳あり

７/22㊐午後２時～４時
市民文化ホール
講師　国立循環器病研究センター脳神経内科・

猪原匡史氏
摂津市医師会・村田俊輔氏
摂津市歯科医師会・井上純一氏
摂津市薬剤師会・康本由樹氏

定員　450人
※事前の申し込みは不要です。当日、先
着順でご案内します。

問合せ　高齢介護課へ

小型家電回収にご協力を
～ひびきはばたき園～
　障害者支援施設ひびきはばた
き園では、不要となったパソコ
ンやスマートフォンなどの電子
機器から再資源化が可能な貴金
属やレアメタル（希少金属）を
回収するリサイクル事業を行っ
ています。
　不要となった小型家電製品の
回収にご協力をお願いします。

◎対象製品
▽スマートフォンや携帯電話▽デジタルカメラ
▽パソコン（ノート型、デスクトップ型）
※ブラウン管タイプのモニターは不可　など

◎回収方法
　市内 11カ所の回収ボックスへ投函
▽市役所▽コミュニティプラザ▽別府コミュニ
ティセンター▽正雀市民ルーム▽鳥飼図書セン
ター▽各公民館▽阪急オアシス（2階 JR 千里丘
連絡口側）　※ 15㎝× 30㎝以上の大きさの場合
はボックスに入りませんので、障害福祉課へ問合
せください。
問合せ　障害福祉課へ

●
募
集

障
が
い
者
就
職
フ
ェ
ア

参
加
企
業
募
集

　

９
月
７
日
㈮
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ザ
で
開
催
す
る
「
摂

津
市
障
が
い
者
就
職
フ
ェ
ア
」

に
参
加
し
、
求
職
者
と
の
面
接

を
実
施
す
る
企
業
を
募
集
し
ま

す
。

申
込
み　
７
月
21
日
㈮
ま
で
に

産
業
振
興
課
へ

セ
ッ
ピ
ィ
ス
ク
ラ
ッ
チ

参
加
店
募
集

　
11
月
１
日
㈭
〜
12
月
10
日
㈪

に
行
う
「
セ
ッ
ピ
ィ
ス
ク
ラ
ッ

チ
」
で
、
ス
ク
ラ
ッ
チ
カ
ー
ド

を
配
付
・
利
用
で
き
る
参
加
店

舗
を
募
集
し
ま
す
。
カ
ー
ド
の

魅
力
は
3
0
0
円
の
当
た
り

券
。
店
の
リ
ピ
ー
タ
ー
や
固
定

客
づ
く
り
に
カ
ー
ド
を
活
用
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象　

市
内
の
小
規
模
店
舗

（
物
販
・
飲
食
・
サ
ー
ビ
ス
）

申
込
み　
７
月
31
日
㈫
ま
で
に

産
業
振
興
課
へ

●
イ
ベ
ン
ト

◆
農
産
物
品
評
会
・
即
売
会　

市
内
農
家
が
育
て
た
野
菜
の
品

評
会
と
即
売
会

　
７
月
４
日
㈬
▽
出
品
受
け
付

け
＝
午
前
７
時
半
〜
８
時
半
▽

展
示
＝
午
後
１
時
〜
２
時
▽
表

彰
式
＝
午
後
３
時
か
ら
▽
野
菜

の
即
売
会
＝
表
彰
式
終
了
後

（
午
後
３
時
半
頃
）
か
ら
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
・
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
で
／
主
催
は

市
農
業
振
興
会
／
問
合
せ
は
産

業
振
興
課
へ

◆
２
０
１
８
摂
津
市
介
護
の
お

仕
事
〜
福
祉
就
職
フ
ェ
ア
〜

市
内
高
齢
者
事
業
所
に
お
け
る

介
護
職
員
、
看
護
師
、
ヘ
ル

パ
ー
な
ど
の
求
人
や
事
業
所
と

の
直
接
面
談
、
そ
の
他
無
料
体

験
コ
ー
ナ
ー
あ
り

　
７
月
８
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
４
時
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ

ラ
ザ
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー

ル
で
／
対
象
は
介
護
職
の
仕
事

を
探
し
て
い
る
人
／
問
合
せ
は

と
り
か
い
白
鷺
園
☎
０
７
２

（
６
５
４
）
５
０
９
４
も
し
く

は
産
業
振
興
課
へ

～事業主向け～
65歳超雇用推進
助成金制度
　国は高齢者が意欲と能
力がある限り、社会で活躍
できるようにするため、事
業主が 65歳以上への定年引上げや、高年齢者
の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の
無期雇用への転換を行う場合、助成金を給付し
ます。
対象
● 65歳超継続雇用促進コース
　次のいずれかを実施する事業主
① 65歳以上への定年の引上げ②定年の定めの
廃止③希望者全員を対象とする 66歳以上の継
続雇用制度の導入
●高年齢者雇用環境整備支援コース
　次のいずれかを実施する事業主
①高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環
境の導入・改善②高年齢者の雇用管理制度の整
備
●高年齢者無期雇用転換コース
　50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働
者を無期雇用労働者に転換した事業主
問合せ　独立行政法人　高齢・障害・求職者雇
用支援機構大阪支部　高齢・障害者窓口サービ
ス課（06-7664-0722）へ

被災した事業者へ
　６月 18 日に発生した大阪北部を震源とす
る地震に係る災害に関して、本市が災害救助
法の適用を受けたことを踏まえ、国では、次
のとおり被災中小企業・小規模事業者対策を
行います。
①特別相談窓口の設置
②災害復旧貸付の実施
③セーフティネット保証 4号の適用
④既往債務の返済条件混緩和等の対応
⑤小規模企業共済災害時貸付の適用　　　

セーフティネット保証４号認定
　市はセーフティネット保証 4号における指
定地域となりました。この認定を受けること
で、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証
（保証割合 100％）を利用することが可能とな
ります。
認定要件　①摂津市において 1年以上継続し
て事業を行っていること②当該地震の発生に
起因して、その地震の影響を受けた後、原則
として最近 1ヶ月の売上高などが前年同月に
比べ 20％以上減少しており、かつ、その後 2
か月を含む 3か月間の売上高などが前年同期
に比べ 20％以上減少することが見込まれるこ
と
問合せ　産業振興課へ


